
2020年 4月 28日 

お客さま各位 

株式会社みなと銀行 

 

「新型コロナウイルス感染症」拡大により影響を受けている事業者の皆さまへ（No.4） 

～中小企業融資制度の創設について～ 

 

新型コロナウイルスの感染により影響を受けられた皆さまに、心からお見舞い申しあげ

ます。 

5 月 1 日より取扱開始予定の融資限度額 3,000 万円、3 年間無利子・保証料負担減免が可

能（要件あり）な兵庫県及び大阪府の中小企業融資制度を、下記の通りご案内させていた

だきます。本件につきましては、お取引店舗へご相談下さい。 

 

記 

 

１．取扱開始日   ２０２０年５月１日 （但し、国の補正予算成立が前提） 

 

２．概要 （詳細は別紙参照） 

 【兵庫県】 

名称 新型コロナウイルス感染症対応資金 

対象者 セーフティネット保証（4 号、5 号）、危機関連保証の認定を取得した

中小企業者、個人事業主 

融資限度額 ３，０００万円 

期間 １０年（据置５年）以内 

利率 当初３年間０％（４年目以降０．７％） （※1） 

信用保証料 通常０．８５％・１．０５％から減免あり （※1） 

資金使途 設備・運転資金のほか、信用保証付融資の借換資金 

申込期間 ２０２０年５月１日～２０２０年１２月３１日 

その他 本制度への借換により既存県融資制度の利用者や県融資制度以外の信

用保証付融資の利用者も当初３年間の無利子化や保証料の減免を受け

ることが可能。 

  

（※1） 利子・保証料の減免要件 

個人事業主（小規模企業者） 

売上高減少５％以上・・・① 

利子  ：当初３年間無利子 

保証料 ：０ 

①を除く、中小企業者 

売上高減少１５％以上  

利子  ：当初３年間無利子 

保証料 ：０ 

①を除く、中小企業者 

売上高減少５％以上１５％未満 

保証料 ：１／２ 

 

 



 

【大阪府】 

名称 新型コロナウイルス感染症対応資金（保証料等補助型） 

融資対象 府内において事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経

営に影響を受けている中小企業者 

（（１）セーフティネット保証４号・（２）セーフティネット保証５号、

（３）危機関連保証の認定を受けた者） 

融資限度額 ３，０００万円 

融資期間 

（据置期間） 

１０年以内（５年以内） 

利率 １．２％（固定） 

ただし、貸付から３年の間に生じる利子については、別に定めるとこ

ろにより、大阪府から金融機関に対し、補給を行うものとする。 

※個人事業主（小規模企業者のみ）：保証料・金利（３年間）とも補助 

※法人、個人事業主（小規模企業者以外） 

・売上高減少１５％未満：保証料１/２補助のみ 

・売上高減少１５％以上：保証料・金利（３年間）とも補助 

信用保証料 年０．８５％ 

ただし、経営者保証免除対応適用の場合は年１．０５％（※２）（※３） 

資金使途 設備資金・運転資金 

（※２） 

融資対象（１）～（３）に係る、市町村長の認定書に記載された売上高等の減少率が１

５％以上の者、及び融資対象（２）の認定において、申込人が個人事業主かつ小規模企

業者である者については全額を国が補助し、それ以外の者については２分の１を国が補

助する。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対

象外とする。 

（※３） 

下記①及び②を満たす場合には、保証料率を年０．２％上乗せすることにより、経営者保

証を免除する。 

① 直近の決算書が資産超過であること。 

② 法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、

法人と経営者の間の資金のやりとり（役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等）に

ついて、社会通念上適切な範囲を超えていない。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【別紙 1】 兵庫県：中小企業融資制度 

≪概要≫ 

名称 新型コロナウイルス感染症対応資金 

対象者 新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている県内の中小企

業者で次に該当する者 

・セーフティネット保証（以下、SN という）4 号・5 号・危機関連保証に

かかる市町長の認定を取得した者 

補助要件 個人事業主 

（小規模企業者に限

る）（※1） 

左記を除く、中小企業者 

SN 保証 4 号・5 号・危

機関連保証の認定取得

した者 

売上高減少 

：5％以上 

SN 保証 4 号・5 号・危

機関連保証の認定取得

した者 

売上高減少 

：15％以上 

SN保証 5号の認定取得

した者 

 

売上高減少 

：5％以上 15％未満 

利

率

等 

貸 付 利 率

① 

当初 3年間 0％ 

（4年目以降 0.70％） 

0.70％ 

保 証 料 率

② 

0％ 0.425％（※2） 

①＋② 当初 3年間 0％ 

（4年目以降 0.70％） 

1.125％ 

資金使途 設備資金・運転資金・借換資金（信用保証付融資のみ（※3）） 

融資限度額 3,000万円 

融資期間 

（据置期間） 

10年以内（5年以内） 

申込期間 2020年 5月 1日～2020年 12月 31日（※4） 

（※1）常時使用する従業員の数が 20 人（商業又はサービス業（宿泊業及び娯楽業を除く）

を主たる事業とする事業者については 5 人）以下で、非法人の事業者をいう。 

（※2）直近の決算書が資産超過であること等の要件を満たし、経営者保証を不要とする場

合、0.525％（経営者保証不要のリスク見合いとして、保証料率を上乗せ）。 

（※3）県融資制度以外の信用保証付融資も対象。 

（※4）中小企業庁は、融資実行期限を危機関連保証の終期（2021.1.31）に合わせて設定。 

 
以上 

 

 

 

 

 



 

 

【別紙 2】 大阪府：中小企業融資制度 

≪概要≫ 

名称 新型コロナウイルス感染症対応資金（保証料等補助型） 

融資対象 府内において事業を営んでおり、令和２年新型コロナウイルス感染症

により経営に影響を受けている中小企業者、かつ 

（1）中小企業信用保険法第２条第５項第４号（セーフティネット保

証４号）に該当する者として市町村長の認定書を受けてから３０日

以内に融資申込を行った者 

(2）中小企業信用保険法第２条第５項第５号（セーフティネット保証

５号）に該当する者として市町村長の認定書を受けてから３０日以

内に融資申込を行った者 

（3）中小企業信用保険法第２条第６項（危機関連保証）に該当する

者として市町村長の認定書を受けてから３０日以内に融資申込を

行った者 

資金使途 運転資金・設備資金 

 

 

 

 

 

 

 

融 

 

資 

 

条 

 

件 

融資限度額 ３，０００万円 

融資期間 

(据置期間） 

１０年以内（５年以内） 

 

利率 １．２％（固定） 

ただし、貸付から３年の間に生じる利子については、別に定めるとこ

ろにより、大阪府から金融機関に対し、補給を行うものとする。 

貸付形式 証書貸付又は手形貸付 

返済方法 毎月元金均等分割返済ただし、保証期間が１年以内の場合は一括返済

可とする。 

据置期間５年以内 

信用保証料 年０．８５％ ただし、経営者保証免除対応適用の場合は年１．０５％

（注-1）（注-2） 

連帯保証人 申込区分 連帯保証人 

個人 原則として、連帯保証人を徴求しないものとする。 

株式会社 

特例有限会社 

合名会社 

合資会社 

合同会社 

医療法人 

士業法人 

特定非営利活動

法人 

原則として、法人代表者以外の連帯保証人を徴求し

ないものとする。また、経営者保証免除対応を適用

する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しないも

のとする。 



組合 原則として、代表理事以外の連帯保証人を徴求しな

いものとする。また、経営者保証免除対応を適用す

る場合は法人代表者の連帯保証を徴求しないもの

とする。 

担保 無担保ただし、既設定根抵当権を除く 

適用期間 令和２年５月１日（金曜日）から令和２年１２月３１日（木曜日）ま

でに保証申込が受付され、かつ令和３年１月３１日（日曜日）融資実

行された分まで 

受付機関 取扱金融機関 

（注-1） 

融資対象（１）～（３）に係る、市町村長の認定書に記載された売上高等の減少率が１５％

以上の者、及び融資対象（２）の認定において、申込人が個人事業主かつ小規模企業者で

ある者については全額を国が補助し、それ以外の者については２分の１を国が補助する。

ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外とする。 

（注-2） 

下記①及び②を満たす場合には、保証料率を年０．２％上乗せすることにより、経営者保

証を免除する。 

① 直近の決算書が資産超過であること。 

② 法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、

法人と経営者の間の資金のやりとり（役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等）に

ついて、社会通念上適切な範囲を超えていない。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【別紙 3】 セーフティネット保証制度／危機関連保証制度 

 

≪セーフティネット保証≫ 

 

（1）4号 

対象要件 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。 

①申請者が、下記の指定を受けた地域において 1 年間以上継続して事業

を行っていること。 

②下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災

害等の影響を受けた後、原則として最近 1 か月間の売上高又は販売数

量（建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」

という。）が前年同月に比して 20％以上減少しており、かつ、その後 2

か月間を含む 3か月間の売上高等が前年同期に比して 20％以上減少す

ることが見込まれること。 

≪現在の指定案件≫ 

令和二年新型コロナウイルス感染症 等 

 

（2）5号 

対象要件 以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受け

た中小企業者が対象です。 

（イ）指定業種に属する事業を行っており、最近 3 か月間の売上高等が

前年同期比 5％以上減少の中小企業者。 

（ロ）指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち 20％を占

める原油等の仕入価格が 20％以上、上昇しているにもかかわら

ず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 

 

 

≪危機関連保証制度≫ 

 

対象要件 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。 

①金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調

達を必要としている。 

②下記の認定案件に起因して、原則として、最近 1 か月間の売上高等が

前年同月比で 15％以上減少しており、かつ、その後 2か月間を含む 3

か月間の売上高等が前年同期比で 15％以上減少することが見込まれ

る。 

≪現在の認定案件≫ 

令和二年新型コロナウイルス感染症 

 



以上 


